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※新型コロナウイルス感染症の感染防止対策のため、掲載している行事等を中止または内容変更 

することがあります。 

 

 

 

 

芭露地区のお盆行事のため、芭露出張所の業務時間を短縮します。 
 

【業務時間】 

窓口 月 日 業務時間 

芭露出張所 
８月１５日（月） 

  １６日（火） 
午前９時～午後５時 → 午前９時～午後３時 

※上湧別庁舎、湧別庁舎、中湧別出張所は、通常どおり午前８時３０分から午後５時１５分まで

業務を行っています。 
 

なお、お急ぎの方は、上芭露郵便局、計呂地郵便局でも下記の発行手続きができますのでご利

用ください。 

●戸籍（除籍）謄本・抄本の発行   ●住民票、戸籍の附票の写しの発行 

 ●印鑑登録証明書の発行       ●納税証明書および所得証明書の発行 

 

 
マイナンバーカードで生活がますます便利に！ 

 

９月までに申請された方は、最大２万円相当のマイナポイ 

ントが受け取れます。この機会に申請しませんか。 

詳しくはマイナポイント事業ホームページをご覧ください。 

【問い合わせ先】○上 住民税務課 住民生活Ｇ ℡２－５８６３ 
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子ども人権 110番 強化週間 
住民税非課税世帯等臨時特別給付金 手続き 
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介護支援専門員（ケアマネジャー）募集 
高齢者福祉入所施設 空き状況        ７ 
（仮称）湧別地区義務教育学校整備工事   ８ 
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受診にあたっては、事前に症状等を電話でご相談ください 

 

①かかりつけ医がいる方は、かかりつけ医にお電話を。 

②かかりつけ医がいない方は、 

「北海道新型コロナウイルス感染症健康相談センター」にお電話を。  

 

 

 

 

 

新型コロナワクチン接種の会場に特設窓口を設け、マイナンバーカードの申請受付を行います。 

無料で、写真撮影から申請手続きまでを町職員がお手伝いしますので、ワクチン接種の待ち時間

または終了後にマイナンバーカードを申請しませんか？写真撮影や手続きは短時間で終了します。 

 

【開 設 日】事前申し込み制です。 

８月：１７日（水）、１９日（金）、２４日（水）、２５日（木）、２６日（金）、 

３０日（火） 

９月： ９日（金）、１６日（金）、２８日（水）、２９日（木） 
 

【開設場所】文化センターＴＯＭ（中湧別中町） 
 

【申込方法】ワクチン接種日の７日前までに、○上 企画財政課（℡２－５８６２）へ電話にて下 

      記の事項をご連絡ください。 

●氏名 ●住所 ●生年月日 ●ワクチン接種の予約日時 ●電話番号 
 

【必要なもの】①本人確認書類 

運転免許証やパスポートなど、公的機関発行の顔写真付き身分証明書であれば 

１点、健康保険証、医療費受給者証など、写真付きではない場合は２点。 

②マイナンバーの通知カード 

紛失した場合は申し込み時にお申し出ください。この場合、申請には本人確認書 

類として顔写真付き１点以上を含む２点が必要です。 

③住民基本台帳カード（持っている方のみ） 
 

【そ の 他】●暗証番号の設定が必要です。郵送にてカードを受け取る方は申請時に、役場窓口 

でカードを受け取る方は受け取り時に、設定していただきます。 

●申請は、本人のみが対象です。 

●申込人数によっては、中湧別出張所窓口での申請となります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

新型コロナワクチン接種会場でマイナンバーカードの申請受付を行います 
○上 企画財政課 未来づくりＧ ２－５８６２ 

発熱やせきなどの風邪症状で医療機関の受診を考えている方へ 

℡０120－501－507 （フリーコール・24 時間） 

発熱、せき、のどの痛み、頭痛、寒気、倦怠感など、 

風邪の症状が見られるため医療機関を受診したい… 

令和４年８月１０日発行 No.309 



- 3 - 

 

 

 金やレアメタルなどの希少金属の再資源化を目的に行っている「使用済み小型家電」の無料回

収ですが、回収ボックス内に小型家電の箱やケースといった回収対象外のものが多く投入されて

おり、処理にたいへん苦慮しています。 

 回収ボックスを利用する場合は、家電本体のみを投入されるようお願いします。回収ボックス

に投入できないものを次のとおりまとめましたのでご確認ください。 
 

【回収ボックスに投入できないもの】 

品目等 処理方法 

小型家電製品が梱包されている箱、説明

書、ケースなど 

ゴミの分別ルールに従って排出してください。 

小型家電に内蔵されているバッテリー、

乾電池 

火災の原因になりますので、取り外せるものは必ず取り外し

てください。取り外したバッテリーや乾電池は、町内の回収

拠点に設置した乾電池回収ボックスへ入れてください。 

プリンターに取り付けている用紙やト 

ナー 

火災の原因になりますので、取り外してください。 

事業所から排出される小型家電や携帯電

話、パソコンなど 

町で設置している回収ボックスは、家庭から出る使用済み小

型家電を回収するためのものです。投入しないでください。 

家電リサイクル対象商品（テレビ、冷蔵

庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機、エア

コン）、パソコン用モニター、フロンガ

ス含有除湿器、オイルヒーター 

販売店またはお近くの家電小売店にお問い合わせください。

処分は有料です。 

※ケーブルや充電器、キーボードやマウスなどは、付属品として回収の対象となります。 

 

 

 

 

 

 スプレー缶やカセットボンベ等は中身が残ったまま排出すると、ゴミ収集車の火災事故の原因

となり、たいへん危険です。排出するときは必ず中身を使い切って出すようにしてください。 
 

【排出方法】 

①缶を振って音を確認します。 

音がする場合は、まだ中身が残っています。必ず使い切るようにしましょう。 

②ガス抜きをします。※穴は開けないでください。 

缶を振って音がしない場合でも、缶の中にガスが残っている場合があります。ガス抜きキャ 

ップを使うか、スプレーボタンを押して完全にガスを出し切ってください。 

※スプレー缶のガス抜きを行うときは、火気のない風通しのいい野外で、周囲に配慮しなが 

ら行ってください。一度に大量のガス抜きを行うのはたいへん危険です。 

③燃やさないゴミとして出します。 

ガスを出し切ったことを確認したら、穴を開けずに燃やさないゴミの袋に入れて排出してく 

ださい。 

※缶の中身をどうしても空にできない場合は、商品に記載されているお客様相談室や販売店、 

販売元にお問い合わせください。 

小型家電回収ボックスをご利用の皆さまへ 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

スプレー缶・カセットボンベの出し方 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

令和４年８月１０日発行 No.309 
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 森林や木材に親しむことを目的に「げんきの森で遊び隊」イベントを開催します。たくさんの

方の参加をお待ちしています。なお、この事業は森林環境譲与税を使用して実施します。 
 

【日 時】９月１１日（日） 

【場 所】いこいの森（志撫子） 

集合は道の駅「愛ランド湧別」第２駐車場 

【内 容】ツリーイング（ロープを使った木登り）と箸づくり（カンナを使用） 

①午前の部 午前９時３０分～１１時３０分（受付：午前９時～） 

②午後の部 午後１時   ～ ３時   （受付：午後０時３０分～） 

     ※申し込み状況によっては、午前の部で終了する場合があります。 

【講 師】ツリーイング：知床山考舎（斜里町）    滝澤 大徳さん 

     箸づくり  ：湧別町げんきの森活動委員会 本田 勝樹さん 

【対 象】町内にお住まいの小学１年生以上 

【参加料】１人１００円 

【定 員】①午前の部、②午後の部ともに各１０人 

【服 装】長袖、長ズボン、運動靴など動きやすい服装 

【持ち物】バンダナや日本手ぬぐいなど頭にかぶることのできる薄めの布（ヘルメットをかぶる 

ため）、手のサイズにあった軍手などの手袋 

【申込先】○湧 水産林務課（℡５－３７６３）または右記の二次元バーコードから 

お申し込みください。 

【申込期限】８月３１日（水） 

【主 催】湧別町げんきの森活動委員会 

【その他】荒天により中止する場合は、当日午前８時までにご連絡します。 

 

 

 

 

「第５４回子ども会交通安全駅伝競走大会 兼 第４２回南部忠平杯争奪駅伝競走大会」が次のと

おり開催されます。ご声援と大会の運営にご理解とご協力をお願いいたします。 
 

【日 時】８月２８日（日） 午前９時３０分スタート １１時頃終了予定 

【場 所】開盛小学校から中湧別小学校まで（予定） 

【主 催】湧別町青少年指導センター、湧別町交通安全推進委員会 

 

 

 

 

 ８月１８日（木）に開催を予定していました「令和４年度湧別町戦没者・機雷殉難者追悼式」

は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止および参列者の安全面を考慮し、中止することと

しました。 

ご参列を予定されていた方々には誠に申し訳ありませんが、ご理解いただきますようお願いい

たします。 

「げんきの森で遊び隊」隊員（参加者）を募集します 
○湧 水産林務課 水産林務Ｇ ５－３７６３ 

町ホームページ 

子ども会交通安全駅伝競走大会が開催されます 
教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

戦没者・機雷殉難者追悼式を中止します 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和４年８月１０日発行 No.309 
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消防法施行令に基づく、防火管理者（甲種・乙種）の資格を取得するための講習会を行います。 

火災を未然に防止し被害を軽減するためには、防火管理の重要性を十分に再確認することが重

要です。事業所においても、防火管理者の育成に努めていただきますようお願いいたします。 

 

【日  時】甲種新規 ：１１月８日（火）、９日（水）の２日間 午前１０時～午後４時 

      甲種再講習：１１月８日（火）午後１時～３時 

      乙種   ：１１月８日（火）午前１０時～午後４時 

【会  場】遠軽町芸術文化交流プラザ「メトロプラザ」（遠軽町岩見通南１丁目） 

【受 講 料】甲種・乙種 各４,０００円 

      甲種再講習  ３,５００円 

【申込期間】９月１日（木）～３０日(金) 

【申込・問い合わせ先】遠軽地区広域組合消防本部予防課 ℡０１５８－４２－７６００ 

FAX０１５８－４２－２１８４ 

 

 

 

 

全国の法務局・地方法務局では、子どもの人権についての専用相談電話「子どもの人権１１０

番」およびインターネット人権相談受付窓口「子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール」を開設していま

す。相談は無料で、秘密は厳守します。いじめや家庭内の虐待など子どもの人権に関する悩みを

ご相談ください。 

また、８月２６日（金）～９月１日（木）は「全国一斉『子どもの人権１１０番』強化週間」

です。期間中は、平日の受付期間を延長するとともに、土・日曜日も相談に応じています。 

 

【連 絡 先】子どもの人権１１０番 ℡０１２０－００７－１１０（全国共通・無料） 

      子どもの人権ＳＯＳ－ｅメール https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_CH/0101.htmlから登録 

【受付時間】 

 

 

 

 

 

 

 

「住民税非課税世帯等臨時特別給付金」の対象と見込まれる世帯に対し、確認書を送付してい

ます。確認書が届いた方は、内容をご確認のうえ必要事項を記入し、９月３０日（金）必着で返

送または、○湧 福祉課に提出してください。 

また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和４年１月以降の収入が減少し、世帯全員 

が「住民税非課税相当」の収入となった世帯は、「家計急変世帯」として給付金の対象となります。 

それぞれ世帯の収入状況や家族構成などによって変わってきますので、該当になると思われる場

合は○湧 福祉課へお問い合わせください。 

通 常 時（土日・年末年始を除く） 強化期間（８月２６日～９月１日） 

平日：午前８時３０分～午後５時１５分 

 

平日：午前８時３０分～午後７時 

土日：午前１０時  ～午後５時 

防火管理講習を実施します 
遠軽地区広域組合 消防本部 予防課 ０１５８－４２－７６００ 

「子どもの人権１１０番」強化週間です 
○上 住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の手続きが始まっています 
○湧 福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和４年８月１０日発行 No.309 
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 健康で豊かな食生活を家族皆さんで楽しんでいただけますよう、加工実習講習会を開催します。 

ぜひご参加ください。 

 

【日 時】８月２７日（土） 午後１時～４時 

【場 所】地場産品加工センター（錦町） 

【対 象】町民の方（小学校３年生以下のお子さんは保護者同伴が条件です。） 

【品 目】カステラ 

【持 ち 物】エプロン、バンダナ、持ち帰り用袋、長靴（２３cm以下の方） 

【費 用】１人 ５００円 

【人 数】１０人程度 ※申込者が多い場合は、初めての方を優先します。 

【申込方法】８月２５日（木）までに、地場産品加工センター（℡５－３７２２）へお申し込み 

ください。 

【そ の 他】地場産品加工センターの５～８月の開館時間は、午前９時～午後５時です。 

休館日は月・火・金曜日と祝日です。 

 

 

 

 

 

湧別町社会福祉協議会では、介護支援専門員（ケアマネジャー）を次のとおり募集しています。 

 

【募集職種】 

【手当・賞与等】通勤手当、住宅手当、扶養手当、処遇改善手当、寒冷地手当が支給されます。 

  賞与は年２回です（令和３年度は４.４５カ月分）。 

【休 暇 等】有給休暇、リフレッシュ休暇（３日）があります。 

【そ の 他】社会保険加入、退職手当あり 

【応募方法】履歴書と必要な資格の免状の写しを提出してください。提出先は、湧別町社会福祉

協議会（中湧別南町）または湧別町社協居宅介護支援事業所（栄町）です。 

【お問い合わせ先】湧別町社会福祉協議会（中湧別南町）℡２－２１９７ 

  

職  種 介護支援専門員（ケアマネージャー） 採用時期 随時 

雇用形態 
正職員、臨時職員、パートタイムなど 

※相談に応じます 
勤務時間 午前８時 30 分～午後５時 15 分 

勤務場所 
湧別町社協居宅介護支援事業所 

（栄町１１２番地の１ 役場湧別庁舎第２庁舎内） 
勤務日数 

週５日（月～金曜日） 

祝日、１２月３０日～翌年１月４日は休日 

必要な資格等 
●介護支援専門員 

●普通自動車運転免許 
給料額等 

月額２０５,０００円～ 

※経験年数により加算、昇給あり 

加工実習講習会を開催します 
○上 農政課 農政Ｇ ２－５８６１ 

介護支援専門員（ケアマネジャー）を募集しています（再掲載） 
○湧 福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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７月２７日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況等は次のとおりです（現在とは異なる場

合があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますの

で、詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 
定員 

･ 
室数 

空床 
･ 

空室 

待機者 

すぐに 

入居を希望

する方 

すぐに 

入居を希望

しない方 

合計 

特別養護 

老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

４０人 0 23 20 43 

湧別オホーツク園 

リラの杜 ※３ 
２０人 0 3 3 6 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 ２０人 0 1 1 2 

湧愛園 
上湧別 

屯田市街地 
2-3151 

４０人 0 10 24 34 

湧愛園ちゅーりっぷ 

の里 ※３ 
２０人 0 6 10 16 

グループホーム 

※２ 
上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 １８人 0 2 2 4 

有料老人 

ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 ５２人 3 0 0 0 

リビングケア･ 

オリーブ 
中湧別中町 4-1760 

１人用 

１３室 
0 1 4 5 

夫婦用 

２室 
0 0 1 1 

高齢者 

賃貸住宅 

在宅支援型住宅 

湖水の杜 
芭露 4-5525 ５人 ０ 0 6 6 

ケアハウス来夢 

※４ 

上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用 

２４室 
０ 19 8 27 

夫婦用 

３室 
0 2 3 5 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 
 

 

介護職員が不足しています 
 

湧別福祉会（湧別オホーツク園）、上湧別福祉会（湧愛園）では介護職員を募集しています。 

ご興味のある方は湧別福祉会（℡5-3660）、上湧別福祉会（℡2-3151）にお問い合わせください。 

 

  

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧 福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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令和５年４月１日に開校を予定している（仮称）湧別地区義務教育学校の整備工事を進めてお

り、７月に増築校舎（前期課程校舎）が完成し、現在は湧別中学校の既存校舎の改造工事と駐車

場の造成などの外構工事が行われています。 

工事期間中は、湧別小学校および湧別中学校付近では大型車両の通行が多くなります。ご迷惑

をおかけしますが、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。 

 

【工事場所】湧別中学校およびその周辺（錦町） 

【工事期間】令和５年３月１０日（金）まで 

【施工業者】建築主体工事：渡辺・西村特定建設工事共同企業体 

      電気設備工事：遠軽・児玉・為廣経常建設工事共同企業体 

      機械設備工事：天内・吉田特定建設工事共同企業体 

      外構整備工事：㈱西村組 

【整備概要】 

 

 

 

 

 

 

（仮称）湧別地区義務教育学校の整備工事を行っています 
教育委員会 教育総務課 学校教育Ｇ ５－３１４３ 

現湧別中学校を 

大規模改修により 

長寿命化（施工中） 

学級菜園 

遊具広場 

現湧別中学校のグラウンドを活用 

・ 

・ 
後期課程校舎 

（現湧別中学校） 

前期課程校舎 

駐車場など 

外構の整備 

（施工中） 

・ 

・ 
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新たに前期課程（小学校）の校舎（完成）、 

体育館（令和５年度）を増築 


